
原谷特別工業地区　農道指定図

※　農林水産省所有の境界確定図の入手先：京都府農林水産部経営支援・担い手育成課（R2.4現在）
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建築基準法第４３条第２項第２号の規定に基づく許可に係る

基準第３－８における農道指定図

〔凡例〕

法第４２条第１項第１号道路

法第４２条第１項第２号道路

法第４２条第１項第５号道路

非道路

幅員を５メートルとする指定農道

幅員を４メートルとする指定農道

(※指定農道以外の道路・非道路の情報はR2.4.1時点の参考)

用途等については「原谷特別工業地区建築条例」参照

4657

K2890

2516

5573

K3967

4006
4999

K2254


